
1

会 告

平成 24 年 11 月 27 日

一般社団法人日本透析医学会

理事長 水口 潤

公益目的財産額の確定について

内閣総理大臣から，別紙の通り，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律施行規則（平成 19 年内閣府令第 69 号）第 33 条第 3項に基づき，本学会の公益目的財

産額の確定について通知がありました．合わせて本学会の公益目的支出計画の実施期間を

4年とする旨通知がありましたのでお知らせいたします．
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